
令和４年度「信州で学ぼう！魅力発信事業」動画制作等委託業務 仕様書（案） 

高等教育振興課 

 

この仕様書は、長野県（以下「委託者」という。）が行う、「信州で学ぼう！魅力発信事業」動画制作

等委託業務（以下「本業務」という）を委託するにあたり、その仕様書等に関し必要な事項を定めるも

のである。 

１ 業務名 

令和４年度「信州で学ぼう！魅力発信事業」動画制作等委託業務 

 

２ 目  的 

以下の課題に対応し、県内高校生（以下、高校生とする。）に、県内大学・短期大学で学ぶ魅力 

を PR し、長野県で学び活躍するキャリアイメージを持ってもらい、県内大学及び短期大学への進学の

促進を図る。 

・高校卒業後の大学・短大進学者の県外流出率が高い。 

・一部の県内大学、短大で定員が充足していない。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、高校生がオープンキャンパスや学校体験に参加できない

場合もあり得る。 

 

３ 委託期間 

 契約締結日から令和５年１月 31 日（火）まで 

 ※ガイドブックの配布業務は令和４年 12 月 28 日（水）までとする。 

 

４ 業務内容 

(１) 長野県内の短期大学（８校）のキャンパス紹介と在校生、教職員出演のインタビュー動画の制作 

  ・動画は各短大ごとに１本以上作成すること。なお動画１本あたりの再生時間は提案による。 

  ・県 HP 等からアクセスするためのバナーを作成すること。 

・映像は YouTube で配信するため、高画質モニター、PC、モバイル等での視聴を想定し、対応でき

るフォーマットとすること。 

  ・学校情報等は、必ず各短期大学の確認・承認を受け、キャンパス風景の写真を挿入するなど、オー

プンキャンパスを動画上で疑似体験できる内容とすること。 

   ・動画の出演者は、各短期大学の教職員と在校生の対談方式とし、現在の学びと将来の展望について

語ってもらうなど、高校生に各短期大学で学ぶ具体的なイメージを持たせる内容とすること。 

  ・出演者の調整は、各短期大学と連絡調整を行い、各出演者から出演承諾を得ること。 

                                            

 (２)令和２年度に制作したガイドブックの軽微な修正、印刷及び県内高等学校（県立高等学校 84 校、

私立高校 17 校、その他 12 校）への配送 

・冊子の入稿データーについて、掲載者の学年、発行年度など軽微な修正をおこなうこと。 

・印刷ページは 64p、印刷部数は 20,000 部とする。 

・サイズは B6 版、両面カラー刷りとする。 



・配布対象は県内高校１年生とする。 

・修正後のデジタルブック化（インターネット公開用）した PDF データを、県 HP のランディング

ページへ掲載をすること。 

 

(３) (１)及び(２)の PR 活動 

 ・制作した動画及びデジタルブックは、県 HP のランディングページ上へ掲載をするため、高校生が

進路選択の際に、県の HP へアクセスするきっかけとなる PR 活動を行うこと。なお、活動内容は

提案による。 

 

５ 内容の留意事項 

・経費については市場実勢等を踏まえ、適切な水準を設定すること。 

・制作物が他者の所有権や著作権を侵すものでないこと。 

・各短期大学でインタビューする内容は、受託者が委託者に提案の上、調整を行う。その後、取材先

の短期大学と打ち合わせの上、決定すること。 

・保育学科のように県内の複数の短期大学にある学部学科については、各短期大学の特色を意識し、

違いが分かるような動画にすること。 

・学校情報等を組み込む場合は、必ず各短期大学の確認・承認を受けた内容とすること。 

・委託により作成された制作物に関するすべての権利は、委託者に帰属する。また、著作権、肖像権

等に関して、権利者の許諾が必要な場合は受託者において必要な権利処理を行うこと。 

・本業務制作物等にかかる権利は、受託者が従来権利を有していたものを除き、委託者に帰属する。

また別途肖像権や著作権の費用や手続きがなくとも、委託者が加工及び二次利用できるものとする。

なお、合理的な理由がある場合を除き、受託者は留保される権利について、委託者に無期限で使用

許諾し、一切の権利行使をしないこと。 

・委託業務の履行に当たり、個人情報を含む情報の取り扱いについて、情報セキュリティの重要性を

認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等から保護するため、適切な管理を行う

こと。 

・長野県個人情報保護条例に基づき、業務を通じて知り得た情報は、業務の用に供する目的以外には

利用しないこと。情報等は秘密とし、第三者に開示しないこと。 

・本仕様書に定めのない事項については、県と受託者が協議して決定すること。 

 

６ 成果品 

 ・本事業で制作した各短期大学の動画とアクセスバナーをまとめた DVD 

・本事業で制作した冊子 20,000 部 

・県内高等学校への発送伝票（証拠書類） 

・冊子印刷原稿の電子データ及びデジタルブック化（インターネット公開用）した PDF データと編

集可能な PSD データをまとめた DVD１枚 

 ・PR 活動報告書及び成果品（証拠書類） 


